
「麦チェン」ロゴマーク等について 

 

□□□□    麦麦麦麦チェンシンボルロゴチェンシンボルロゴチェンシンボルロゴチェンシンボルロゴ    

※ 麦チェンのＰＲシンボルとして  
  地域や団体等において広く使用 
  （ＰＲ資料、イベント等に活用） 

 

□□□□    麦麦麦麦チェンサポーターチェンサポーターチェンサポーターチェンサポーター制度制度制度制度    

【制度の概要】 
 
○ 対象店 
  ・ 消費者に直接小麦製品を 
   提供する店舗 （ベーカリー、 
   飲食店(ラーメン)等） 

 
○ 認定要件 
  ・ 店舗総体で道産小麦使用率 
   ３０％以上 又は 
  ・ 道産小麦１００％商品が 
   １アイテム以上 
 かつ 
  ・ 将来的に道産小麦５０％ 
   以上使用をめざす  
 

 

※ 麦チェンサポーター店 
 の証として配布・掲示 

農政部食の安全推進局食品政策課 
   担当：白旗、下堀 
      ０１１－２０４－５４２７（直通） 
      ２７－６５３（内線） 

 


